
別紙１ 

医科診療行為マスターの仕様変更に係る全体イメージ  

医科点数表  歯科点数表  

①医科のみに適用

される診療行為  
③歯科のみに適用

される診療行為  

②医科・歯科

両方に適用

される診療

行為  

③歯科  
診療行為  
マスター  

 

「②医科・歯科両方に適用される診療行為と

は、歯科点数表に告示・通知がなく、歯科点数

表において『医科点数表の例により算定する』

と規定されているもの」  
 

～レセプト電算処理（歯科）システムのチェック仕様～  
電子レセプトに記録されている診療行為コード＝医科 のとき  
当該医科診療行為の項番８４「歯科適用区分」＝「０」→ＮＧ  

＝「１」→ＯＫ  

～医科診療行為マスターの仕様変更～  
項番８４「予備」を「歯科適用区分」に変更し次のフラグを設定  

０：歯科診療で算定できない診療行為  
１：歯科診療で算定できる診療行為  

①医科  
診療行為  
マスター  

〔フラグ：０〕 〔フラグ：１〕 

②医科・歯科両

方 に 適 用 さ れ

る診療行為  


